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船舶インシデント調査報告書 

 

                              平成２５年９月５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

インシデント種類 運航不能（機関損傷） 

発生日時 平成２４年４月１５日 ０８時００分ごろ 

発生場所 山口県徳山下松港第３区 

 山口県周南市所在の蛇
さ

島
しま

三等三角点から真方位２５６°１,９６０

ｍ付近 

 （概位 北緯３４°０１.１′ 東経１３１°４６.６′） 

インシデント調査の経過  平成２４年５月１４日、本インシデントの調査を担当する主管調査

官（広島事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

油タンカー 聖
しょう

継
けい

、６９８トン 

 １３２９９９、聖朊海運株式会社 

 ６９.９２ｍ×１２.００ｍ×５.３５ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、１,４５６kＷ、平成５年２月 

 乗組員等に関する情報 機関長 男性 ５３歳 

 三級海技士（機関）（機関限定） 

  免 許 年 月 日 昭和６０年９月２７日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２２年８月１８日 

  免状有効期間満了日 平成２７年１２月７日 

 死傷者等 なし 

 損傷 主機用電動機駆動補助ブロワ（以下「補助ブロワ」という。）の玉軸

受が破損、ケーシングに擦過傷、ブロワ翼が脱落及びブロワ軸が曲損 

 インシデントの経過  本船は、機関長ほか６人が乗り組み、徳山下松港第３区で錨泊中、

精油所の桟橋に着桟するために主機を始動したところ、平成２４年４

月１５日０８時００分ごろ、蛇島三等三角点から真方位２５６°１,

９６０ｍ付近において、補助ブロワが始動せず、主機が運転できなく

なった。 

 本船は、１６日、主機製造会社の技師が乗船して各部の点検を行

い、補助ブロワの玉軸受が破損し、ブロワ翼がケーシングと接触して

脱落するとともに、ブロワ軸に曲損が生じていることが判明した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東北東、風力 １ 

海象：海上 平穏 

 その他の事項  本船は、本インシデントの２週間前に購入された。 
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 本船は、購入時、補助ブロワの玉軸受を新替えする予定であった

が、工事項目の確認が適切でなかったので、玉軸受の新替えがされな

かった。 

 船舶所有者は、本船を購入した際、補助ブロワの点検、整備及び修

理の来歴を引き継いでいなかった。 

 主機は、本インシデントの際、空気運転では回転したが、燃料運転

に切り替わらなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は、徳山下松港第３区で錨泊中、主機を始動した際、補助ブロ

ワの玉軸受が破損したことから、補助ブロワが運転できなくなり、主

機始動時における燃焼用空気の供給が不足して燃料運転に切り替わら

ず、主機の運転ができなくなって運航不能となったものと考えられ

る。 

 補助ブロワの玉軸受が破損に至った状況については、明らかにする

ことができなかった。 

原因  本インシデントは、本船が、徳山下松港第３区で錨泊中、主機を始

動した際、補助ブロワの玉軸受が破損したため、補助ブロワが運転で

きなくなり、主機始動時における燃焼用空気の供給が不足して燃料運

転に切り替わらず、主機の運転ができなくなったことにより発生した

ものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船舶所有者は、入渠工事の項目を確認して適切に施工すること。 

 ・整備の来歴が分からない機器は、点検及び整備した上で使用する

こと。 

 ・補助ブロワは、定期的に開放整備を実施し、各部の継続使用の可

否を判断することが望ましい。 

 


